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■はじめに

本市では、「新たなくらしと活力の創造を支える交通体系」を基本理念に掲げ、令和３年

度に「岡崎市地域公共交通計画」を策定した。同計画の基本目標にて「地域のニーズにあ

った地域主体の交通の実現」を掲げ、地域の実情に合わせた輸送資源の見直し及び地域が

自らデザインする交通モードの導入に向けて取り組んでいる。

今回、「矢作デマンド」の実証実験を行う矢作地域は、計４か所の鉄道駅及び計５路線の

既存バス路線が運行しているが、鉄道・バスの徒歩圏から外れる地域も多く存在し、日常

生活における移動手段の確保が必要不可欠な地域である。

そのような現状の課題を受け、地域が主体となり、地域内交通検討の組織として「矢作

デマンド推進会議」が令和元年９月 19 日に設立された。設立後は同推進会議が主体となり、

地域住民へのアンケート調査や既存交通事業者との協議を行い、矢作地域の実情に合わせ

た移動手段の導入について継続的に検討してきた結果、今回、日常生活における移動手段

の確保に向けた最適な交通モードを検証するための「矢作デマンド」実証実験を行うもの

とする。令和４年４月に既存バス路線の再編が実施され、地域内での公共交通利用の機運

も高まりつつある同地域にて本実証実験を行い、地域課題の解決を目指す。

※第１期からの変更点については赤字表記
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１ 矢作デマンドの運行に関する事項

（１）送迎対象

（２）会員条件

（３）運行日・運行時間

矢作デマンドの会員登録を申込み、名古屋鉄道株式会社（以下「名古屋鉄道」という。）よ

り利用開始の連絡を受けた者（以下「会員」という。）及びその同乗者とする。

矢作東小学校区、矢作北小学校学区、北野小学校区、矢作西小学校区、矢作南小学校区

（以下、「矢作地域」という。）の在住者であり、自力で予約並びに停留所まで移動及び乗

降をすることができる者とする。

※介助者の同行により乗降できる場合は利用可

※車いすでの利用は不可

運行日は月曜日、火曜日、水曜日、木曜日及び金曜日とし、（ア）から（ウ）に該当する日

を除くものとする。

（ア）祝日

（イ）岡崎市及び名古屋鉄道株式会社が別に定めた日

（ウ）その他、天候条件や災害など安全な運行に支障がある日

運行時間は交通事情等によりやむを得ない場合を除き、運行日の午前９時から午後５時ま

でとする。
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（４）営業区域

・営業区域は、岡崎市内の以下の区域とする。

北野町、橋目町、小針町、森越町、舳越町、西大友町、東大友町、中園町、宇頭町、宇頭

北町、宇頭東町、宇頭南町、西本郷町、矢作町、北本郷町、東本郷町、富永町、新堀町、

筒針町、渡町、大和町、暮戸町、昭和町、上佐々木町、下佐々木町、東牧内町、島坂町

営業区域は以下に示す区域とする。（図１ 営業区域図参照）

▲図１ 営業区域図

営業区域
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（５）停留所

・地域住民の利便性及び矢作デマンドの運行効率及び安全性を考慮し、地域住民との合意

をもとに設置する。

・停留所は以下のとおりとする。

【令和６年４月１日時点での停留所】196 カ所

北野学区 43カ所 【北エリア001～043】

001 北野配水場リサイクルST 011 ワークマン向かい 021 御小屋西公園 031 北野(北向き)バス停 041 中部合成ごみST

002 リバブル北野 012 大南地蔵前リサイクルST 022 小針町北畑リサイクルST 032 北野(南向き)バス停 042 丸喜不動産管理月極駐車場

003 三協駐車場リサイクルST 013 北野市民ホーム 023 小針旧公民館 033 北野大訳(北向き)バス停 043 アーバンポール橋目

004 グランベール北野 014 橋目中町公民館 024 小針町民センター 034 北野北口(南向き)バス停

005 ガーデンヒルズリサイクルST 015 久々見ゴミST 025 小針ハイツ（三菱独身寮） 035 フタバ産業前(東向き)バス停

006 大訳リサイクルST 016 セブンイレブン北東 026 小針アークヒルズ弐番館 036 橋目町御小屋(西向き)バス停

007 北野廃寺北リサイクルST 017 コメダ北側 027 小針町８組ゴミST 037 橋目町御小屋(東向き)バス停

008 北野天満社大鳥居リサイクルST 018 おかげ庵入口 028 小針町１組ゴミST 038 橋目中町(西向き)バス停

009 矢田内科循環器科前 019 御小屋西集会所 029 北野口(北向き)バス停 039 橋目中町(東向き)バス停

010 大久保商事リサイクルST 020 御小屋西花壇横 030 北野口(南向き)バス停 040 北野郵便局
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矢作北学区 48カ所 【中央エリア201～248】

201 スギ薬局橋目店南 211 西大友町№２ごみST 221 中園町公民館 231 森越町公民館 241 橋目(北向き)バス停

202 JAあいち三河長瀬支店 212 西大友町蓮花寺 222 舳越町宮前 232 エスポワール里 242 橋目(西向き)バス停

203 橋目本町公民館 213 西大友町杭穴３組 223 舳越町地蔵 233 東大友町公民館 243 橋目(東向き)バス停

204 毘沙門天前 214 AOYAMA 224 舳越町本郷 234 大友クリーニング 244 橋目(南向き)バス停

205 やまのぶ矢作店 215 東大友内科 225 あさだ耳鼻咽喉科 235 舳越町公民館 245 舳越町(西向き)バス停

206 神田駐車場 216 安受寺 226 舳越町川端 236 暮戸(東向き)バス停 246 舳越町(東向き)バス停

207 西大友町公民館 217 寿苑 227 舳越町西沖 237 大友(北向き)バス停 247 長瀬八幡宮北

208 西大友町公会堂 218 矢作北中学校西門前 228 MEGAドン・キホーテUNY矢作店 238 大友(南向き)バス停 248 森越町与治

209 西大友町№３ごみST 219 中園町忠田 229 ひまわり苑 239 あちか(北向き)バス停

210 西大友町玉泉寺前 220 矢作公園西 230 鈴木歯科 240 あちか(南向き)バス停
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矢作東学区 42カ所 【中央エリア401～442】

401 水上眼科耳鼻科 411 五区13号線北 421 金谷ポンプ場東 431 橋塚こども広場 441 矢作橋(西向き)バス停

402 矢中西 412 五区11号線北の西 422 東小学校西 432 カミヤ医院北 442 矢作橋(東向き)バス停

403 暮戸教会 413 カミヤ医院東 423 二区公民館 433 東レ前(北向き)バス停

404 矢中東 414 赤から駐車場南 424 キングスコート前 434 東レ前(南向き)バス停

405 北本郷野添GS 415 矢作児童遊園 425 勝蓮寺南 435 矢作口(西向き)バス停

406 北本郷ベルGS 416 岡信矢作北 426 矢作郵便局東 436 矢作口(東向き)バス停

407 五区８号線南 417 四区公民館前 427 オチアイ駐車場前 437 北本郷(南向き)バス停

408 五区10号線南 418 ㈱共立南 428 渡辺米穀店駐車場 438 北本郷(北向き)バス停

409 五区13号線南 419 矢作市営住宅西 429 八剱社 439 矢作学校前(西向き)バス停

410 中村接骨院 420 矢作市民ホーム前 430 Vドラック矢作東 440 矢作学校前(東向き)バス停
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矢作デマンドで乗降できる場所としての停留所を設置する。

R5.9～新設

R6.1～新設

青色から緑色に変更
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矢作南学区 45 カ所 【南エリア801～844】

801 東本郷町公民館前 811 渡下公民館 821 角田ごみステ 831 にしおかざきクリニック 841 大和町(南向き)バス停

802 東本郷９組ごみステ 812 大神社前 822 ライオンズマンション西岡崎 832 石工団地協同組合ごみステ 842 筒針(南向き)バス停

803 筒針町寺内ごみST 813 東牧内７組ごみステ 823 島坂町公民館前 833 鹿乗川横の不燃ごみステ 843 北筒針(北向き)バス停

804 筒針町中屋敷ST 814 東牧内５組ごみステ 824 地蔵堂前 834 サンシティ西岡崎ごみステ 844 本郷(西向き)バス停

805 筒針町公民館東ST 815 東牧内３組ごみステ 825 大和町公民館 835 坂戸(北向き)バス停 845 東島郷東

806 筒針町寺前ST 816 東牧内栄屋乳業西 826 白鳥こども広場ごみステ 836 島(北向き)バス停

807 筒針町川田公園ST 817 肥後原団地入口ごみステ 827 桑子児童遊園前 837 小望(北向き)バス停

808 渡町公園 818 上佐々木町公民館 828 光善寺 838 小望(南向き)バス停

809 アネックス渡 819 下佐々木町公民館横 829 新堀町神社入口 839 牧内(北向き)バス停

810 渡上町公民館 820 丸岩工業 830 金魚苑横ごみステ 840 大和町(北向き)バス停
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▲表１ 停留所一覧（令和６年４月１日時点）

青色から黄色に変更

R6.3～新設予定
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▲図２ 停留所位置図（令和６年４月１日時点）

845

845
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（６）運賃

・「北エリア」は北野小学校区とする。

・「中央エリア」は矢作東小学校区、矢作北小学校区及び矢作西小学校区とする。

・「南エリア」は矢作南小学校区とする。

・「隣接エリアは」それぞれ以下の組み合わせとする。

「北エリア」の隣接エリア･･･「中央エリア」

「中央エリア」の隣接エリア･･･「北エリア」及び「南エリア」

「南エリア」の隣接エリア･･･「中央エリア」

・運賃は乗車につき 300 円及び 500 円（消費税及び地方消費税含む）の定額制とし、利用

者は乗車時に当該運賃を払うものとする。

・乗継券は矢作デマンドの発着どちらかが名鉄バスのバス停となる利用の乗車時に名鉄バ

スとの乗継利用（利用する or 利用した区間）を申し出た利用者に対して、次回以降の矢

作デマンド利用時に使える乗継券（200 円分）を配布するものとする。

・乗継券は１人分の運賃に対して１枚のみ利用可とする。

・乗継券は払戻しできないものとする。

・乗継券は現金及び交通系ＩＣカードと併用可とする。

「北エリア」、「中央エリア」及び「南エリア」の各エリア内の移動は 1 乗車につき 1 人

300 円の定額とする。各エリアは図４に示すエリアとする。

「隣接エリア」への移動は 1 乗車につき 1 人 500 円の定額とする。

保護者等に随伴される 6 歳未満は無料とする。

会員は名鉄アプリ「CentX」で購入した Web チケットを利用することができる。（100

円×15 枚で販売。矢作地域内の店舗と連携した特典引換券付。有効期限は矢作デマンド

運行終了時までとする。）

会員は乗継券（200 円分）を利用することができる。（有効期限は R7.3 月末日までとす

る。）

◀図３ 運賃

５００円

３００円

３００円

３００円

５００円

･･･北エリア

･･･中央エリア

･･･南エリア
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～乗継券利用イメージ～

ステップ①

矢作デマンドの発着停留所のどちらか一方のみが名鉄バスのバス停となる利用予約をする。

ステップ②

ステップ①の予約による矢作デマンド乗車時に、運転手に対して、利用する or利用した

名鉄バスの区間を伝え、次回以降使える乗継券を受け取る。

（イメージ）

ステップ③

ステップ②により受け取った乗継券を次回以降の矢作デマンド乗車時に運転手に渡して

乗継割引を受ける。

（支払いの例）

エリア内の移動（300 円） → 乗継券（200 円分）＋自己負担（100 円）

隣接するエリアへの移動（500 円）→ 乗継券（200 円分）＋自己負担（300 円）

※注意事項

・１人分の運賃に対して１枚のみ利用可

・払い戻しは不可

・現金及び交通系ＩＣカードと併用可

（７）予約方法

・予約受付可能日時は平日の午前８時30分から午後５時までとする。ただし、年末年始等、

岡崎市及び名古屋鉄道が別に定めた日時を除く。

矢作デマンドの利用を希望する会員は電話にて、利用希望日の 30 日前から利用希望日時

の 30 分前までに、会員番号、氏名、利用希望日時、乗降希望箇所、乗車人数を伝えるも

のとする。

このあと大和のバス停から

矢作橋駅までバスを利用します！
北野桝塚駅から橋目のバス停

までバスを利用しました！
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（８）移動ルール

【移動できないパターン一覧】

パターン①

隣接しないエリアの停留所への移動

パターン②

内バス停留所 内バス停留所の移動

パターン③

内バス停留所 内バス停留所の移動

パターン④

内バス停留所 内バス停留所の移動

停留所間の移動のみ可能とする。

以下の移動制限ルールに該当する移動は禁止とする。

① 隣接しないエリアの停留所には移動することができない。

② 幹線バス系統のバス停留所 300m 圏域内(※１)どうしは移動することができない。

※１･･･名鉄バス矢作循環線のバス停留所及び小望、島、坂戸のバス停留所の 300m 圏域内をいう。

③ 名鉄バス岡崎・安城線のバス停留所 300m 圏域内(※２)どうしは移動することができない。

※２･･･名鉄バス岡崎・安城線のバス停留所 300m 圏域内かつ幹線バス系統のバス停留所 300m 圏域外

④ 名鉄バス岡崎線のバス停留所 300m 圏域内(※３)どうしは移動することができない。

※３･･･名鉄バス岡崎線のバス停留所 300m 圏域内かつ幹線バス系統のバス停留所 300m 圏域外

▲図４ 移動制限ルールイメージ

パ
タ
ー
ン
①

パターン③

凡例

･･･幹線バス系統のバス停留所 300m 圏域内

･･･名鉄バス岡崎・安城線のバス停留所 300m 圏域内

･･･名鉄バス岡崎線のバス停留所 300m 圏域内

･･･鉄道駅 300m 圏域内（停留所設置不可）

･･･北エリア

･･･中央エリア

･･･南エリア

移動制限ルールについて
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（９）停留所設置ルール

（ア）設置手続きについて

・矢作デマンド推進会議での承認の際には、岡崎市、名古屋鉄道及び運行事業者が承認し

たものに限るものとする。

・停留所の安全等を配慮し、事前に公安への協議及び相談等を行うものとする。

・岡崎市交通政策会議にて速やかに報告するものとする。

・停留所の名称変更等の軽微な変更については、変更後に岡崎市交通政策会議にて速やか

に報告するものとする。

～停留所表示イメージ図～

▲図５ 停留所表示イメージ図

（イ）設置位置について

・停留所は、地域住民の利便性及び矢作デマンドの運行効率及び安全性を考慮し、地域住

民との合意をもとに設置するものとする。

・鉄道駅の半径 300ｍ圏域内外の判断基準は目的物全体が含まれるものか否かとする。

停留所の設置を行う場合は、本項目の（イ）及び（ウ）を満たし、かつ、矢作デマンド推

進会議にて承認を受けたもののみ設置できるものとする。なお、岡崎市交通政策会議には

速やかに報告を行うものとする。

停留所は、営業区域内の任意の場所に設置できるものとする。

ただし、矢作地域内にある鉄道駅の半径 300ｍ圏域内には設置できないものとする。

▲図６ 停留所間設置位置イメージ図
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（ウ）設置申込みについて

・停留所の設置について、発意する会員は十分な利用（延べ１０人／月以上）が見込まれ

る場所にのみ発意できるものとする。

～設置イメージ～ 例：11 月１日新規設置の場合

▲表２ 停留所設置時スケジュール

（10）停留所廃止ルール

（ア）廃止手続きについて

・矢作デマンド推進会議での承認の際には、市、名古屋鉄道及び運行事業者が承認したも

のに限るものとする。

（イ）廃止申込みについて

・廃止については会員の利便性を損なうものとなるため慎重に判断するものとする。

～廃止イメージ～

会員、岡崎市及び名古屋鉄道の発意により矢作デマンド推進会議に諮るものとする。

申込み手続き等を完了することで、その翌日以降に設置できるものとする。

停留所の廃止を行う場合には、矢作デマンド推進会議にて承認されたもののみ廃止できる

ものとする。なお、岡崎市交通政策会議には速やかに報告を行うものとする。

会員、岡崎市または名古屋鉄道のいずれかが発意することにより矢作デマンド推進会議に

諮るものとする

３月または９月（以下、「廃止月」という。）の 5 日までに廃止手続きを行うことで廃止月

の末日をもって廃止できるものとする。

停留所運用期間が６カ月未満の停留所については、利用者の利便性を考慮し、原則廃止でき

ないものとする。ただし、市及び名古屋鉄道の判断により、廃止すべき特別な事由が認めら

れる停留所については、この限りではない。

▲表３ 停留所廃止時スケジュール
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（11）運行車両

・本運行車両２台は運行事業者の所有するタクシー車両（定員４名、セダンタイプ又はＪ

ＰＮタクシー等）とし、予備車両２台についても同様とする。

・運行事業者は、上記計４台の車両を用いて道路運送法第 21 条第２項の規定に基づき、有

償による乗合旅客運送を行う。

（12）運行事業者

車両は計４台（本運行車両２台＋予備車両 2 台）とする。

車両は 9 時～13 時は計４台（本運行車両２台＋予備車両 2 台）、13 時～17 時は計２台

（本運行車両１台＋予備車両１台）とする。

運行事業者は以下のとおりとする。

名鉄岡崎タクシー株式会社（運行期間：令和 5 年 1 月 16 日～令和 5 年 2 月 28 日）

岡陸タクシー株式会社 （運行期間：令和 5 年 3 月 1 日～令和 5 年 8 月 31 日）

豊栄交通岡崎株式会社 （運行期間：令和 5 年 9 月 1 日～令和 5 年 11 月 17 日）

株式会社オーワ （運行期間：令和５年 11 月 18 日～令和 5 年 12 月 31 日）

岡陸タクシー株式会社 （運行期間：令和６年 1 月 1 日～令和 6 年２月 18 日）

名鉄岡崎タクシー株式会社（運行期間：令和６年２月 19 日～令和６年３月 31 日）

岡陸タクシー株式会社 （運行期間：令和６年４月 1 日～令和 6 年 6 月 30 日）

株式会社オーワ （運行期間：令和６年７月 1 日～令和 6 年９月 30 日）

名鉄岡崎タクシー株式会社（運行期間：令和６年 10 月 1 日～令和 6 年 12 月 31 日）

豊栄交通岡崎株式会社 （運行期間：令和７年１月 1 日～令和７年３月 31 日）


